
輝く“とちぎ”づくり表彰実施要綱  

 

（趣 旨） 

第１条  この要綱は、ＮＰＯ・ボランティア団体（以下「ＮＰＯ等」という。）が

地域課題の解決に向けて行う、栃木県内における優れた社会貢献活動を表彰す

るために必要な事項を定めるものとする。 

 

（目 的） 

第２条  栃木県内において地域課題解決に向けて取り組まれている優れた社会

貢献活動を表彰し、その重要性を広く周知することにより、社会貢献活動に対

する県民の関心を高め、実践を促し、県民協働によるとちぎづくりを推進する

ことを目的とする。 

 

（表彰の対象） 

第３条  表彰の対象となる取組は、ＮＰＯ等が地域課題の解決に向けて、単独ま

たは企業、大学、公益（一般）社団（財団）法人、社会福祉法人、コミュニテ

ィ団体等と協働で取り組む社会貢献活動であり、次に掲げる要件をすべて満た

す取組とする。 

(１) 栃木県内に拠点を有するＮＰＯ等が主体となった取組であること。 

(２) 栃木県内で現在継続中の取組であること。 

(３) 行政機関からの委託による取組ではないこと。 

２ 前項の規定にかかわらず、ＮＰＯ等または協働して取り組む団体が次の各号

のいずれかに該当するときは、表彰の対象としない。  

（１）暴力団等の反社会的勢力に該当する、または交流がある場合 

（２）宗教活動又は政治活動を主たる目的とする団体である場合 

（３）表彰結果及び取組内容の公表に同意しない場合 

（４）前各号の他、重大な法令違反など、極めて不適切な事由がある場合 

 

（応募の方法） 

第４条 応募は、自薦又は他薦によるものとし、別紙に定める様式に必要事項を

記載の上、知事に提出することにより行うものとする。 

２ 応募は１団体につき各年度一つの取組とする。 

 

（選考方法） 

第５条  知事は、応募があったときは、輝く“とちぎ”づくり表彰選考委員会（以

下「委員会」という。）の審査を経て、被表彰取組を決定するものとする。 



 

（審査の方法） 

第６条  委員会は、別に定める輝く“とちぎ”づくり表彰選考基準（以下「選考

基準」という。）に基づき最優秀賞候補１件、優秀賞候補２件程度を選考するも

のとする。 

なお、応募件数が 10件を超える場合は、栃木県生活文化スポーツ部県民協働

推進課において書面審査を行い、選考基準を参考に 10件程度に絞り込み、委員

会により選考するものとする。 

 

（表彰の方法） 

第７条 表彰は、表彰式を開催し、知事が表彰状を授与して行うものとする。 

 

（表彰内容の公表） 

第８条 県は表彰された取組について、県のホームページ等各種広報媒体により

広く周知するものとする。 

 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。 

 

附 則 

この要綱は、平成２９年６月２２日から施行する。  

  附 則 

 この要綱は、令和３年２月１日から施行する。 

  附 則 

  この要綱は、令和４年７月２１日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 


